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衆
議
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（
一
）
に
つ
い
て

御
指
摘
の
津
波
の
到
達
時
刻
及
び
到
達
地
点
の
判
読
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
を
行
う
た
め
に
は
、
情
報
収
集
衛
星
が
津
波
の

発
生
時
点
に
お
い
て
津
波
を
撮
像
で
き
る
態
勢
に
あ
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
が
、
情
報
収
集
衛
星
等
の
地
球
上
を
周
回
す
る

衛
星
は
、
特
定
の
地
点
に
と
ど
ま
っ
て
撮
像
す
る
も
の
で
は
な
い
た
め
、
一
般
に
、
こ
れ
を
行
う
こ
と
は
困
難
で
あ
る
と
考

え
て
い
る
。

（
二
）
及
び
（
四
）
に
つ
い
て

情
報
収
集
衛
星
に
よ
り
撮
像
し
た
画
像
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
を
公
開
し
た
場
合
、
情
報
収
集
衛
星
の
性
能
及
び
運
用
状
況

が
明
ら
か
と
な
り
、
今
後
の
情
報
収
集
活
動
に
支
障
を
及
ぼ
す
お
そ
れ
が
あ
る
こ
と
か
ら
、
秘
密
に
指
定
す
る
こ
と
に
よ
り

適
切
に
取
り
扱
っ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

（
三
）
に
つ
い
て

内
閣
衛
星
情
報
セ
ン
タ
ー
に
お
い
て
は
、
東
日
本
大
震
災
の
発
災
後
速
や
か
に
、
情
報
収
集
衛
星
に
よ
り
撮
像
し
た
画
像

の
判
読
・
分
析
を
行
い
、
必
要
に
応
じ
、
関
係
省
庁
に
そ
の
結
果
を
配
付
・
伝
達
し
て
お
り
、
関
係
省
庁
に
お
い
て
は
、
そ

一



れ
ぞ
れ
の
所
掌
事
務
の
遂
行
に
際
し
、
情
報
源
の
一
つ
と
し
て
、
こ
れ
を
活
用
し
て
い
る
。

（
五
）
及
び
（
六
）
に
つ
い
て

情
報
収
集
衛
星
は
、
外
交
・
防
衛
等
の
安
全
保
障
及
び
大
規
模
災
害
等
へ
の
対
応
等
の
危
機
管
理
の
た
め
に
必
要
な
情
報

の
収
集
を
主
な
目
的
と
し
て
お
り
、
そ
の
研
究
・
開
発
は
、
安
心
・
安
全
社
会
の
実
現
に
資
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
か
ら
、

「
平
成
二
十
四
年
度
予
算
の
概
算
要
求
組
替
え
基
準
に
つ
い
て
」
（
平
成
二
十
三
年
九
月
二
十
日
閣
議
決
定
）
に
定
め
る
「

日
本
再
生
重
点
化
措
置
」
の
目
的
に
合
致
す
る
事
業
で
あ
り
、
ま
た
、
「
国
民
に
広
く
裨
益
す
る
事
業
」
に
該
当
す
る
と
考

え
て
い
る
。

な
お
、
情
報
収
集
衛
星
に
よ
り
得
ら
れ
た
情
報
は
、
関
係
省
庁
に
そ
の
結
果
を
配
付
・
伝
達
し
、
そ
れ
ぞ
れ
の
所
掌
事
務

の
遂
行
に
際
し
て
活
用
し
て
い
る
。

（
七
）
に
つ
い
て

大
型
光
学
セ
ン
サ
の
地
上
実
証
は
来
年
度
か
ら
開
始
す
る
予
定
で
あ
り
、
ま
た
、
情
報
収
集
衛
星
レ
ー
ダ
五
号
機
及
び
同

レ
ー
ダ
六
号
機
は
現
在
開
発
中
で
あ
る
た
め
、現
時
点
で
こ
れ
ら
の
事
業
に
係
る
経
費
の
総
額
を
示
す
こ
と
は
困
難
で
あ
る
。

（
八
）
に
つ
い
て

二



大
型
光
学
セ
ン
サ
の
地
上
実
証
は
、
情
報
収
集
衛
星
の
解
像
度
の
更
な
る
向
上
の
た
め
に
不
可
欠
な
大
型
光
学
セ
ン
サ
を

開
発
す
る
た
め
、
地
上
で
実
機
大
モ
デ
ル
に
よ
る
技
術
的
な
実
証
を
行
い
、
設
計
及
び
製
作
方
法
を
確
立
す
る
た
め
に
行
う

も
の
で
あ
る
。

ま
た
、
御
指
摘
の
「
軍
事
衛
星
の
開
発
と
運
用
」
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
が
必
ず
し
も
明
ら
か
で
は
な
い
が
、
商
用
光
学
衛

り
よ
う

が

星
を
凌
駕
す
る
解
像
度
を
有
す
る
情
報
収
集
衛
星
の
開
発
利
用
は
、
宇
宙
基
本
法
（
平
成
二
十
年
法
律
第
四
十
三
号
）
に
基

づ
く
宇
宙
基
本
計
画
（
平
成
二
十
一
年
六
月
二
日
宇
宙
開
発
戦
略
本
部
決
定
）
に
沿
っ
て
行
っ
て
い
る
も
の
で
あ
る
。

現
時
点
に
お
け
る
最
先
端
の
商
用
光
学
衛
星
に
お
け
る
直
下
視
の
分
解
能
に
つ
い
て
は
、
四
十
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
程
度
で

あ
る
と
承
知
し
て
い
る
。

（
九
）
に
つ
い
て

情
報
収
集
衛
星
に
つ
い
て
は
、
今
後
と
も
、
外
交
・
防
衛
等
の
安
全
保
障
及
び
大
規
模
災
害
等
へ
の
対
応
等
の
危
機
管
理

の
た
め
に
必
要
な
情
報
を
収
集
し
、
そ
の
判
読
・
分
析
結
果
を
関
係
省
庁
に
配
付
・
伝
達
し
、
そ
れ
ぞ
れ
の
所
掌
事
務
の
遂

行
に
際
し
て
活
用
す
る
な
ど
、
有
効
に
活
用
し
て
い
く
こ
と
と
し
て
い
る
。

三


